
保護者の意に反し

て施設入所等が必

要な場合 

 

 

 

 

 

                                                               

 

                                                               

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

                                                              

  

 

                                                   

  

 

 

 

 

 

○ 以上の改正の他、児童相談所長の親権喪失宣告請求権を１８歳以上の未成年者まで拡大。  

 

同意入所の場合の面会・

通信の制限 
 

面会・通信の制限が必要

となった場合は一時保護

に切り替え（児童虐待防

止法第1２条の２） 

要保護児童に関する司法関与の強化 

児
童
相
談
所
に
よ
る 

 
 

 
 

 
 

一
時
保
護
の
開
始 

児
童
相
談
所
に
よ
る 

審
判
の
申
立
て 

家
庭
裁
判
所
に
よ
る 

審 
 

 
 

 

判 

 

児
童
相
談
所
に
よ
る 

更
新
の
承
認
の
審
判 

の
申
立
て 

児童福祉施設へ

の入所（保護者の

同意あり） 

 

保護者指導に関する報告・意

見の聴取 
 

家庭裁判所は、児童相談所に

対し、 

①既に実施した、又は、 

②今後一定期間の 

保護者指導に関する報告・意

見を求めることができる。 

（児童福祉法第28条第5項） 

家
庭
裁
判
所
に
よ
る 

更
新
の
承
認
の
審
判 

保護者指導の結果を

２年後の更新の承認

の審判時に反映 

改正点 
改正点 

 

保護者の意に反し家庭裁判所の承認

を得て行う入所措置の有期限化 
 

無期限の現行制度を改め、２年毎の更

新制に（児童福祉法第28条第２項） 

 

保護者指導の勧告 
 

家庭裁判所は、承認審判に際

し、必要に応じ、児童相談所

に対して、親子分離後も保護

者指導を行うべき旨を勧告す

ることができる。 

（児童福祉法第28条第６項） 

改正点 

２年 

改正点 

（
別
紙
２
）
 

 

児童及びその保護者に関する資料の提出 
 

家庭裁判所は、児童相談所に対し、児童及び

その保護者に関する必要な資料の提出を求め

ることができる。 

（児童福祉法第２８条第５項） 

改正点 


